


◎　代理人が手続きされる場合は、少し日数がかかります。

　　 財産の移動など重要な手続きに必要な印鑑登録証明書の性格上、厳格な本人確認の手続きが

　　 定められておりますので、ご了承ください。

　　　・登録されるご本人がすべて記入・押印してください。
　　　　(代理人が記入する欄はありません)
　　　・住所は建物名、部屋番号含めすべて記入してください。

　　【  記入例　】

　◎1回目の来庁時に必要なもの
　　　□委任状
　　　□登録される印鑑

　◎2回目の来庁時に必要なもの
　　　□照会書 □印鑑登録される方の本人確認書類の原本
　　　□委任状 □代理人の本人確認書類の原本

　　　・市の窓口で、印鑑登録証をお渡しします。

　　　・印鑑登録証明書も発行できます。

山口市地域生活部市民課
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　　　・照会書の有効期限は申請した日から１４日間となります。
　    ・期限内に登録申請された窓口にご持参ください。

◆ご本人が印鑑登録に来られない場合の手続きについて◆

◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆ ◆  ◆  ◆
手続きの流れ

　　　・照会書と委任状をご本人の住民登録のある住所へ転送不要で郵送します。

　　　・必要事項をご本人がすべて記入してください。
　　  ・住所は建物名、部屋番号含めすべて記入してください。　

委任状の記入

照会書・委任状
の記入

登録申請

登録完了


